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健康経営について 

従業員の健康状態が悪く、休みや遅刻・早退が多くなると、生産性が低下しま

す。また、突然の入院や退職といったことになると、さらに仕事への影響は大き

くなるだけでなく、仕事中に重篤な病気を発症すると労働災害や大きな事故の

原因にもなります。 

従業員の健康状態は、長時間労働、ハラスメント、運動不足、不規則な食生活

など、職場環境によるストレスや不適切な生活スタイルが要因となっている場

合があります。 

 健康経営とは、従業員等を「資産」と考え、従業員等の健康保持・増進に要す

る費用を「投資」ととらえ、従業員等への健康投資により従業員の活力や生産性

を向上させ、結果的に業績向上や企業価値を向上させるという考え方です。 

 この取組みは、企業イメージの向上にもつながり求人に影響することから、ほ

とんどの大手企業が取り組んでいます。近年中小企業においても人材確保の観

点から取り組む企業が急増しています。 

 健康経営の基本的な進め方は、「１健康宣言」、「２組織体制」、「３健康課題の

把握」、「４計画策定・健康づくりの推進」、「５取組みの評価・見直し」の順番で

進めていきます。 

 以下、具体的な取組事例を紹介いたします。 

 

Ⅰ 健康宣言 

  「健康宣言」は、健康経営を行うことを事業主が社内外に宣言することです。 

協会けんぽ埼玉支部と健康保険組合連合会埼玉連合会所属の健康保険組合

（以下「保険者」といいます。）では、「健康宣言」を行っていただく企業を募

集しています。 

この「健康宣言」には、取組みの難易度により、STEP1と STEP2があり

ます。（別紙１） 

「健康宣言」応募用紙（別紙２）は、協会けんぽ埼玉支部の場合、ホームペ

ージ（以下、「HP」と表示します。）の「健康づくり」から取得できます。健

康保険組合にご加入の場合は、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。 

「健康宣言」を行われるにあたっては、同様に HP等から「職場チェックシ

ート」（別紙３）を取得していただき、現在の企業の健康経営の取組度合を確

認していただき、課題となる項目から優先的に取り組む項目を検討していただ

きます。 

取り組む項目が決まりましたら、応募用紙の項目欄にチェックのうえ、加入

されている保険者にFAXで送付していただくことで「健康宣言」となります。 

保険者では、「健康宣言」をしていただいた事業所に「健康宣言証」を送付
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させていただき、HP等で「健康宣言事業所」として公表させていただきます。 

 健康経営は、従業員の参加意識が重要です。社内メール等で従業員の方に健

康宣言をされたことをお知らせいただくとともに、保険者が交付した「健康宣

言証」を事業所内の目に触れやすい場所に掲示して従業員の方の参加意識を高

めるとともに、来訪者にも健康経営に取り組んでいることを知っていただきま

しょう。 

  また、自社の HP 等を活用して対外的にも PR していただき、企業イメー

ジの向上にご活用いただくことをお勧めいたします。 

※企業様より求人に効果があることが報告されています。 

  このことは、従業員の参加意識の高揚にもつながると考えられます。 

健康経営を推進するうえで最も重要なことは、トップのリーダーシップです。 

経営トップが率先して健康増進に努めなければ、従業員の参加も望めません。

健康増進の第一歩は健康診断により自分の健康状態を知ることですので、経営

トップは、必ず健康診断を受けましょう。その際には保険者ごとに「人間ドッ

ク」や「生活習慣病予防健診」等の健康診断の補助を実施していますので、こ

れらのご利用をお勧めいたします。 

 

Ⅱ 組織体制の整備 

  実施主体を明確にすることが重要です。企業の規模にもよりますが、事業主

や総務担当役員または総務担当部課をトップに組織体制を整備しましょう。 

健康経営がうまく進んでいる企業は、ほとんどの場合、事業主の方や役員の

方がトップとなって取り組まれています。 

また、具体的に取組みを進めるために担当者も明確に決めましょう。 

担当者は、従業員の健康管理を担当されている方が考えられますが、担当者

任せにならないように管理者が常に取組みにかかわりましょう。 

特に中小企業においては、担当者の役割が重要になります。これは、事業主

や役員が生活習慣病で、先頭に立って従業員に健康をアピールできないと思わ

れている方が多いからです。担当者の熱意で関心が薄い従業員の行動変容につ

ながる可能性が大きいと考えられます。 

※従業員の健康について熱心な担当者が中心になって取り組まれている企業

で、事業主の方から「私の考え方が変わりました。」と行動変容を報告された

企業もありました。 

事業場が複数ある場合は、事業場ごとに責任者を決めましょう。 

また、取組みを浸透させるためには、月に１回程度は各事業場の責任者が集

まり、取組状況や情報の伝達ができるような場を設けることをお勧めします。 

社会保険労務士や中小企業診断士と委託契約をされている場合は、健康経営
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に必要な情報に精通されていますので、積極的に相談しましょう。 

  50人未満の事業場については、産業保健総合支援センター及び地域産業保

健センターが実施する産業医や専門家によるサービスを活用することも考え

ましょう。（別紙 7） 

≪協会けんぽの事例≫ 

協会けんぽでは、企業と協会けんぽのパイプ役となっていただく「健康保

険委員」を委嘱する「健康保険委員制度」があり、健康保険委員の方には定

期的に健康経営に役立つ情報を提供いたします。 

 

Ⅲ 健康課題の把握 

労働安全衛生法においては、毎年１回（特定業務の場合は６ヶ月に１回）定

期健康診断を実施することになっていますので、受診率 100％になるように

取り組みましょう。 

この場合も、保険者ごとに実施する「人間ドック」や「生活習慣病予防健診」

等の健康診断のご利用をお勧めいたします。 

≪協会けんぽの事例≫ 

協会けんぽでは、35歳から 74歳までの従業員の方向けに定期健康診断

とがん検診の検査項目を含んだ生活習慣病予防健診（別紙４）を最高 5,282

円のご負担で実施していますので、定期健康診断の代わりに受診されること

をお勧めします。 

健康診断実施後は、結果に基づき従業員の健康状態を把握しましょう。 

40歳以上 75歳未満の方については、生活習慣病に関係する項目について 

保険者が健康状態を確認いたしますので、定期健康診断結果のご提供を 

お願いいたします。 

 ≪協会けんぽの事例≫ 

事業主様の同意をいただければ、健診を受けられた医療機関等から直接協

会けんぽへ定期健康診断結果をいただくことができ、事業所様にはお手数を

おかけいたしませんので、「事業者健診（定期健診）結果の提供に関する同

意書」（別紙５）のご提出をお願いしています。 

   また、事業所様から直接定期健康診断の結果をいただくこともできます。 

  直接ご提供いただく方法は次の２つです。 

   ・40歳以上 75歳未満の方の健診結果をコピーしてご提供いただく方法 

   ・40歳以上 75歳未満の方の健診結果を「事業者健診結果チェックツー

ル」を活用し、データ化してご提供いただく方法 

   「事業者健診結果チェックツール」は、協会けんぽの HPからどなたでも

自由に、無償でご利用いただけます。 
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協会けんぽが実施する「生活習慣病予防健診」をご利用いただいている方

の健康診断結果のご提供は不要です。 

また、従業員の心の健康状態を把握するためにストレスチェックを実施しま

しょう。 

なお、労働者数 50人未満の事業場については、当面の間は努力義務とされ

ていますが、メンタル不調の予防は少人数の企業にとって非常に重要です。 

厚生労働省のホームページにある「こころの耳」では、簡易型のストレスチ

ェックができますので、セルフチェックとしてご活用いただくことをお勧めい

たします。 

※セルフチェックの結果について本人の同意を得て収集し、メンタルヘルス不

調の予防に活用されている事例がありました。この場合も本人の同意がない場

合の事業主への結果提供の禁止等、ストレスチェックの実施と同様に取扱いに

は配慮が必要です。 

従業員の健康状態は職場環境と密接な関係がありますので、残業時間、有給

休暇の取得状況、食事の時間などの職場環境を把握しましょう。 

残業時間が多い部門や特定の従業員に集中している場合は、責任者や従業員

本人と面談するなどによりその原因を把握しましょう。 

有給休暇の取得割合が低い場合も同様に原因を把握しましょう。 

健康診断の結果から血圧、血糖、脂質異常が多くみられる場合は、食事時間

や飲食物の内容を把握しましょう。 

≪協会けんぽ等の事例≫ 

従業員数 30 人以上で健診結果を協会けんぽ埼玉支部が把握している場

合は、「健康経営サポートカルテ」（別紙 8）を提供いたしますので、職場全

体の健康課題を把握し、健康づくり計画を検討する際に参考にしてください。 

 ※「健康経営サポートカルテ」とは、協会けんぽが所有する健康診断結果のデ

ータや医療費の情報を活用し、企業ごとの従業員の健康状態の傾向を分析し

たものです。職場環境の見直しなどの検討に活用できます。 

（例）夜勤や外食の機会が多いお仕事で肥満の方が多い場合は、食事のとり方に

関する取組みを行う等 

   

Ⅳ 計画策定・健康づくりの推進 

  健康宣言の際に決めていただきました優先的に取り組む事項について、課

題解決の方法を検討し、計画を立案しましょう。 

取組期間は、保険者が実施する「健康優良企業認定」の初回評価期間に合わ

せて 1 年にしていただくと、保険者との連携により事務の簡素化につながる

と考えます。 
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  計画策定に当たっては、関係者や従業員が認識を共有できるよう、計画書等

を作成し、評価を容易にするために、可能な限り数値目標を設定することをお

勧めします。 

  目標値としては、再検査等受診勧奨実施率、再検査等受診率、保健指導実施

率、メタボリスクの改善率、時間外労働時間数、有給休暇取得日数、病気によ

る欠勤日数や休職日数等が考えられます。 

なお、たとえば、メタボリスクの改善など、改善には複数年を要するものも

あることから、不適切な目標にならないように注意が必要です。 

計画は、健康診断の実施や職場環境の整備など企業自体が取り組むことと、

健康づくりなど従業員の方の参加のもとに取り組むものが考えられます。 

  事例としましては、以下のようなものが考えられますので、これらを参考に

具体的な計画を策定しましょう。 

１．健診受診勧奨 

従業員の方の健康状態の把握には、まず定期健康診断の受診率 100％を目

指し取り組みましょう。 

健康診断を受けない従業員に対しては、粘り強く受診勧奨をしましょう。 

なかなか受診していただけない従業員も、何回も促されることでいずれ受診

につながることが報告されています。 

事業者の義務になっているので、健診を受けていない人がいると法令違反に

なることを説明するなどし、協力を促すのも効果的と思われます。 

口頭や文書で受診勧奨を行い、その経過は、健康経営の評価の精度を高める

ために記録しておきましょう。 

２．要再検査者等への受診勧奨 

健康診断は、その結果に基づき改善を行うことを目的としていますので、健

診の結果、再検査や治療の必要がある方にはその必要性を説明し、受診勧奨を

しましょう。  

再検査の費用を企業負担にすることで受診率が向上することも考えられま

すので、理解が得られない場合などは検討をお勧めいたします。    

異常の所見があった従業員の健康診断結果は、産業医に確認し、意見をいた

だき、必要がある場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の

措置を講じましょう。 

産業医との契約をされていない場合（労働者数 50 人未満の事業場の場合）

は、地域産業保健センターのサービス「健診結果についての医師からの意見聴

取」（別紙 7）を活用できます。このサービスは無料でご利用いただけます。

利用回数には制限があります（継続的なご利用を支援するものではありませ

ん）。 
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３．健診時間の出勤認定または特別休暇認定 

健診を受けやすくするために、健診に必要な時間は出勤認定または特別休暇

とし、就業規則等に明確に表記することを検討しましょう。 

 

４．オプション検査の個人負担部分の補助 

がん検診、肝炎ウイルス検査などオプション検査の個人負担部分の補助を検

討しましょう。 

また、地方自治体が地域住民を対象に主に「胃がん」、「肺がん」、「大腸がん」、

「乳がん」、「子宮頸がん」、「肝炎ウイルス検査」を実施しており、費用は無料

か一部負担で受けられます。 

地方自治体により、日程や費用等の内容が異なりますので情報収集し、従業

員に情報提供しましょう。 

なお、健診結果は、基本的には受診された従業員の方に送付されますので、

事前に従業員の方の同意を得て、健診実施機関から事業主にも健診結果を送付

してもらえるようにしておきましょう。 

≪協会けんぽの事例≫ 

 協会けんぽが実施する生活習慣病予防健診では、胃がん、肺がん、大腸が

んについて一般健診として実施するほか、乳がん、子宮頸がん、肝炎ウイル

ス検査についてもオプションで実施していますので、従業員の方（被保険者）

は、積極的なご活用をお勧めいたします。 

なお、生活習慣病予防健診をご利用されない方や家族の方は、自治体のが

ん検診等を利用しましょう。 

 

５．家族の健診受診勧奨 

家族の健康は、従業員の労働力にも影響しますので、家族も健康診断を受け

ていただくよう、保険者が実施する特定健康診査（別紙 6）の情報を提供しま

しょう。 

家族の方へは、従業員を通じ給与明細等を渡されるとき等に合わせて、チラ

シ等により情報提供しましょう。 

チラシの内容等については、保険者が提供いたします。 

※協会けんぽでは、現在のところ家族の方向けのがん検診は行っていません

ので、地方自治体の実施するがん検診を利用されるよう案内しましょう。 

 

６．特定保健指導への協力 

特定健康診査の結果から生活習慣の改善が必要となる方は、保健師または管

理栄養士が生活習慣改善に向けたアドバイスを３か月～６か月間無料で行い
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ます。 

生活習慣病の予防は、労災防止にもつながりますので、特定保健指導の案内

があった場合は、積極的に面談を受けるよう従業員に周知をお願いいたします。 

また、事業所で実施する場合は、プライバシーが確保できる面談場所の確保

と勤務時間中に 30分ほどの時間のご提供をお願いいたします。  

 

７．ストレスチェック実施と結果の活用 

労働者数が 50人以上の事業場については、労働安全衛生法により事業者に

義務付けされていますので、産業医等に相談して計画的に実施しましょう。 

労働者数が 50 人未満の場合、ストレスチェックの実施は努力義務ですが、

メンタル不調の予防は、企業の生産性向上にとっても重要です。 

厚生労働省のホームページにある「こころの耳」では、簡易型のストレスチ

ェックができますので、セルフチェックとしてご活用いただくことをお勧めい

たします。 

また、ストレスチェック実施者は、個人情報の保護に十分配慮するとともに、

高ストレス者に対して医師の面接を受けるよう勧めましょう。 

労働者数が 50 人未満の事業場においては高ストレス者と判定された労働

者が地域産業保健センターの医師との面接指導を希望する場合、無料で産業医

の面接指導が受けられます（別紙 7）。ただし、利用回数には制限があります

のでご注意ください。  

 

８．心の健康づくり計画の策定 

メンタル不調の予防には、管理者や従業員のメンタルヘルスに対する知識が

必要となりますので、効果的な予防を図るために、具体的な計画を策定するこ

とをお勧めいたします。 

計画においては、メンタルヘルスに関する情報提供や研修の実施を明記し、

従業員の知識の向上を図り、「セルフケア」、「ラインケア」の強化を図りまし

ょう。 

メンタル不調者が出た場合に的確に対応できるよう、メンタルヘルス相談窓

口を設置のうえ従業員に周知し、産業医等の専門家へつなげるよう支援体制を

構築しましょう。 

計画の策定には、産業保健総合支援センターが実施する「メンタルヘルス対

策支援サービス（無料）」（主に中小規模事業場を対象）をご利用いただくこと

をお勧めいたします（別紙 7）。 
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９．産業医等専門職の活用 

健康診断の結果に基づき従業員の管理を行うために、産業医等の外部資源を

活用しましょう。 

 

10．教育機会 

（１）健康セミナー等 

健康セミナーについては、協会けんぽ埼玉支部の場合、協会けんぽの保健

師等の専門職を講師として無料で派遣しますので、生活習慣病に関する内容

について管理職への研修会の開催、従業員への研修会の開催にご活用くださ

い。 

メンタルヘルスについては、産業保健総合支援センターが講師派遣をいた

しますので、当該センターへご相談ください。 

なお、産業保健総合支援センターが無料で行うメンタルヘルスセミナー

（管理者向けラインケア研修及び若年労働者向けセルフケア研修）は、各事

業場それぞれ 1回までの実施となります（別紙 7）。 

（２）健康情報の提供 

   保険者では、生活習慣病予防に関する情報をチラシや HP への掲載等に

より提供いたしますので、従業員の方々に周知し、疾病について知識を持っ

ていただきましょう。 

 

11．適切な働き方 

有給休暇取得促進や定時退社日の設定については、業務の進め方等に大きく

影響しますので、事業主や幹部の方が中心になり計画的に進めましょう。 

定時退社日は、部門ごとに設定するなど業務内容に即した設定が効果的と思

われます。 

有給休暇取得促進については、半日単位や時間単位での有給休暇取得制度や

病気休暇、看護休暇、介護休暇などを導入し、効果的に有給休暇が取得できる

よう整備を検討しましょう。 

また、大型連休や繁閑期を考慮し、連続休暇の奨励や年次有給休暇の計画的

付与制度の導入も検討しましょう。 

 

12．長時間労働への対応 

労働時間は、正しい賃金の支払いなど、法令遵守にとっても重要ですので、

総務担当部門と本人により正しく管理し、サービス残業や無届の休日出勤など

の有無を確認し、実際の労働時間の把握をしましょう。 

長時間労働が発生した場合のために、医師への面談、就業場所の変更、作業
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の転換、労働時間の短縮等の措置を規定しておきましょう。 

また、長時間労働が発生しないよう、経営トップからの呼びかけ、注意喚起

や助言を行うほか、所定外労働の事前届出制度を導入し、時間外労働の目的や

必要な時間を明確化し、不必要な時間外労働の発生を防止しましょう。 

長時間労働が発生している場合、長時間労働者やその上司等からヒアリング

し、その要因を把握し、職場環境に問題がある場合は、人員の見直し、仕事の

内容・分担の見直し等、改善策を検討しましょう。 

また、長時間労働者に対しては、医師の面接指導等を行い、健康障害の発生

防止、早期発見及び早期対応を行いましょう。 

この場合、医師の意見に基づき必要に応じ、時間外労働の禁止、就業場所の

変更など具体的な就業上の措置を行い、健康障害予防につなげましょう。 

過重労働による健康障害が発生し、労働者が休業した場合は、再発防止策及

び職場復帰支援の検討が必要です。 

労働者 50 人未満の事業場においては、労働者から面接指導の申し出があ

り、かつ疲労の蓄積が認められる場合、地域産業保健センターの医師による面

接指導を無料で受けることができます。ただし、利用回数には制限があります

ので、ご注意ください（別紙７）。 

13．コミュニケーション 

職場内のコミュニケーションは、メンタルヘルスにも大きく影響しますので、

定期的な個人面談の実施、外部の人材や相談窓口（産業医、社会保険労務士、

行政の相談窓口等）の紹介等を行うほか、あいさつや声掛けの実施、社員旅行、

食事会、運動会などの全員参加を基本としたイベントの開催を検討しましょう。 

毎朝朝礼を行い、従業員の健康状況を直接または目視で確認し、不調と思わ

れる従業員には個別に声掛けを行い、体調を確認するといった細やかな取組み

を行っている事例があります。 

 

14．食事 

食事は、健康にもっとも影響しますので、企業としてできることはなるべく

実施に向け検討しましょう。 

従業員がどのような食事をとっているのかを把握しましょう。 

また、深夜労働がある場合や外食が多いなどの場合は、働き方に応じた食事

のとり方について情報提供しましょう。 

仕出し弁当や食堂を利用できる場合は、メニューの改善やカロリー表示を検

討しましょう。 

健康に配慮したサラダや惣菜等の食事の提供をしている企業もありますの

で、検討しましょう。 
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自動販売機を設置している場合は、糖質を多く含んだ商品などを特定保健用

食品（トクホ）に変更するなど商品の見直しを検討しましょう。 

ウォーターサーバーの設置などを検討しましょう。 

口腔ケアは、生活習慣病にも大きく関係しますので、セミナーなどによる情

報提供を検討しましょう。 

また、日本歯科医師会が行う「生活歯援プログラム」により、簡単な口腔内

の健康状況が確認できますので、活用しましょう。 

≪協会けんぽの事例≫ 

健康レシピ（別紙 9）の配付などにより栄養バランスを考えたメニューや

健康な食事のとり方などの情報提供を行いましょう。 

健康レシピは、協会けんぽ埼玉支部の HPからダウンロードできます。 

 

15．運動 

生活習慣病予防には運動も重要ですので、ラジオ体操やストレッチ等の時間

を設定し、実施しましょう。 

通勤時などを利用することにより、日常の行動の中で運動ができますので、

階段利用や速歩など簡単にできる運動の情報提供を行いましょう。 

職場内にトレーニングジムを設置している事例や徒歩通勤や自転車通勤を

奨励している事例もあります。 

ウォーキングは、健康づくりに手軽に取り組めますので、職場ぐるみで「埼

玉県コバトン健康マイレージ」（別紙 10）、「さいたま市健康マイレージ」等に

参加し、歩数を測定するなどにより従業員のモチベーションを向上させましょ

う。 

スポーツジムの費用補助や運動イベント（野球大会、卓球大会、ゴルフ大会、

ハイキングなど）の開催を検討しましょう。 

クラブ活動や同好会活動等を推奨しましょう。 

地方自治体等が行う運動イベント（マラソン大会、ウォーキング大会等への

参加を推奨しましょう。 

≪協会けんぽの事例≫ 

協会けんぽ埼玉支部と連携して実施する「スモールチェンジ活動」（別紙

11）をおすすめしています。 

この活動は、従業員が自ら小さな目標を立て一定期間（6か月程度）実行

し、振返りを行い新たな目標を立て実行する活動で、健康づくりに対する本

人の行動変容が期待できます。 
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協会けんぽ埼玉支部が実施する「メンバーシップ特典サービス」（別紙12）

の利用をおすすめしています。これは、健康保険証を提示することにより、

参加企業からサービスを受けることができるものです。 

 

16．喫煙対策 

喫煙者の人数を把握しましょう。 

完全分煙または屋内禁煙、敷地内禁煙に取り組みましょう。 

なお、施設を整備する場合は、労働安全衛生法における補助金の活用も検討

しましょう。 

また、喫煙対策を行った場合は、県の禁煙施設の認証の取得を検討しましょ

う。 

喫煙対策のポスターを掲示しましょう。 

 

≪協会けんぽの事例≫ 

喫煙者に対しては、禁煙に向け禁煙外来や協会けんぽ埼玉支部が実施する

禁煙チャレンジ制度の情報提供（別紙 13）をしましょう。 

 

17．感染症予防 

手洗いの励行を呼び掛けるとともにアルコール消毒液等を設置しましょう。 

インフルエンザには、予防接種の励行、予防接種時間の出勤認定、予防接種

費用の補助を検討しましょう。 

 

18．担当者等のスキルアップ 

効果的な健康経営を行うには、担当者がある程度の専門的知識を持つことが

有効です。協会けんぽ埼玉支部では、年間を通じ関係機関と連携しながら健康

経営セミナー、肝炎セミナー、糖尿病セミナー、ジェネリックセミナー等の各

種セミナーを実施していますので、事業主や健康経営を担当される方の知識の

取得に積極的に活用しましょう。 

また、健康経営アドバイザー、健康長寿サポーター、肝炎地域コーディネー

ター、健康マスター等の資格の取得などは、資格取得が比較的容易で、健康経

営を推進するうえでたいへん参考になりますので、事業主や担当者等のスキル

アップのために積極的に取得しましょう。 
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Ⅴ 取組の評価・見直し 

計画した取組みを 1 年間実行し、従業員の健康づくりの参加・実施状況を

把握しましょう。 

効果検証にあたっては、協会けんぽ埼玉支部が提供する「実施結果確認シー

ト」（別紙 14）を使用し、取組を評価しましょう。 

具体的には、設定した目標値や前年度の実績と取組結果を比較し、評価しま

しょう。 

評価の結果、改善が進まなかったものについては、その原因を検証のうえ、

改善策を検討し、計画の見直しを行いましょう。 

≪協会けんぽの事例≫ 

協会けんぽ埼玉支部と連携することにより、従業員の健康状態の改善状況

は、健康診断結果を用いた「健康経営サポートカルテ」等により評価できま

す。 

 

Ⅵ 健康経営の発信 

  健康経営の実践において、従業員の健康保持・増進に積極的に取り組む企業

を見える化し、企業の社会的評価を高めるなど企業のメリットの向上を図る

ことを目的に、健康経営認証制度（別紙 15）があります。 

企業イメージのアップや従業員のモチベーションのアップを図るためにも、

取組みの結果に基づき、経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」に申請を

行い、認定を受け企業イメージの向上を図りましょう。 

  なお、「埼玉県健康経営認定制度」及び「さいたま市健康経営企業認定制度」

については、申込み等について保険者がご案内いたします。 

 

Ⅶ 事業資金（「健やか」保証制度の活用）  

  「健やか」（別紙 16）は、健康経営に取り組む企業を金融面で優遇するた

めの埼玉県信用保証協会の制度です。 

  埼玉県信用保証協会と契約している協会けんぽ埼玉支部及び健康保険組合

から「従業員の健康増進に積極的に取組む企業」として認定された中小企業者

は、割安な保証料（基準となる保証料率と比べて最大 10％割引）でご利用い

ただけます。 

  この制度の認定基準は、①保険者から「従業員等の健康増進に積極的に取り

組む企業」の認定を受けていること、②日本健康会議から「健康経営優良法人」

の認定を受けていること、③埼玉県から「埼玉県健康経営実践事業所」の認定

を受けていることのいずれかに該当することで、企業の依頼に基づき当該保

険者が認定いたします。 
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